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「 ２０２５年度 役員選出改定(案)とオンラインによる議決 」 
 
 平素より保護者の皆様にはＰＴＡ活動にご理解・ご協力をいただき、御礼申し上げます。 

今年度は皆様からいただきましたご意見と役員内から上がった意見をもとに役員選出方法の改定

を進めており、一部会則の見直しを行うことを考えております。（詳細内容につきましては、次

頁をご参照下さい。） 

お忙しい中恐縮ですが、２０２５年度役員選出改定(案)をご精読の上、内容にご意見・ご異議の

ある方がおられましたら下記に理由を明記の上、１０月２４日(金)までにフォームに記載してく

ださい。 

異議申し立てが全会員の半数に満たない場合には、規約に基づき本案が承認されたものとして

次年度の役員選出に進ませていただきますのでご理解の程よろしくお願い申し上げます。 

 

■役員数変更案概要 

 
 

  



■変更の背景と意図 

・児童数の減少により、家庭数に対する役員比率が上昇している 

・各家庭の働き方や生活の変化によって、既存の組織のままの継続が難しくなっている 

 

                                                    

２０２５年度役員選出改定（案） 
 

以下の４項目について、改定を行います。 
また、下記の組織変更、役員数の変更と関連する部分の「会則・特別会計運営規則・PTA 役員及

び委員選出細則・各役員選出細則表・PTA 役員ポイント基準表」の文言変更については、本部に

一任していただけますようお願い申し上げます。 
 
第 2 章 本部役員・会計監査役・委員 
■第 7 条の １．本部役員 
【原文】各学年よりＰ若干名（２クラスの学年Ｐ２名、３クラスの学年はＰ３名、ただし 新１年

生を除く）、学校より２名（Ｔ２名）の委員を選出し、以下委員構成にて 組織する。   
（１）会 長 １名（Ｐ１名） （２）副 会 長 ３名（Ｐ２名、Ｔ１名） （３）書 記 ２名（Ｐ２

名） （４）総 務 ３名（Ｐ３名）（５）会 計 ２名（Ｐ２名、Ｔ１名） 
 
【改定】各学年よりＰ８名（各学年より１名～２名、ただし 新１年生を除く）、学校より２名

（Ｔ２名）の委員を選出し、以下委員構成にて 組織する。   
（１）会 長 １名（Ｐ１名） （２）副 会 長 ３名（Ｐ２名、Ｔ１名） （３）書 記 ３名（Ｐ３

名） （４）会 計 ３名（Ｐ２名、Ｔ１名） 
  
○改定理由 
現状の活動内容を鑑み役員数を削減、選出人数を学年ごとに固定しないことで選出しやすく 
 
■第 7 条の ３．学 級 委 員 
【原文】新１年生・みどり学級は各クラス２名、２年生は各学年より１名、３年生・４年生・５

年生は各学年より３名、６年生は各クラス３名、 学校より１名（Ｔ１名）の委員を選出し、以下

委員構成にて組織する。 但し、委員長又は副委員長の属するクラスは別に１名を選出することも

できる。 
 
【改定】新１年生・みどり学級は各クラス２名、３年生・４年生・５年生は各学年より２名、６

年生は各クラス３名、 学校より１名（Ｔ１名）の委員を選出し、以下委員構成にて組織する。 
但し、委員長又は副委員長の属するクラスは別に１名を選出することもできる。 
 
○改定理由 
現状の活動内容を鑑み２年生の活動を停止、３～５年生の役員数を削減 
  



 
 
■第 7 条の ４．広 報 部 
【原文】 新１年生より２名、低学年（２年～３年）より各学年４名（Ｐ４名）、高学年（４ 年～

６年）より各学年３名（Ｐ３名）、学校より１名（Ｔ１名）の委員を選出し、 以下委員構成にて

組織する。但し、推薦、立候補者数が定員数より多い学年があった場合は、（新１年生は除く、

そのまま２名選出）学年毎の定員枠を無くし、 ２年生～６年生迄合わせた選出人数（１７名）の

中で調整出来る。 
 
【改定】新１年生より２名、低学年（２年～３年）より各学年３名（Ｐ３名）、高学年（４ 年～

６年）より各学年２名（Ｐ２名）、学校より１名（Ｔ１名）の委員を選出し、 以下委員構成にて

組織する。但し、推薦、立候補者数が定員数より多い学年があった場合は、（新１年生は除く、

そのまま２名選出）学年毎の定員枠を無くし、 ２年生～６年生迄合わせた選出人数の中で調整出

来る。 
 
○改定理由 
発行回数を２回に減らし、その分の役員数を削減 
 
■第 7 条の ５．学校プール支援委員 
【原文】 各学年より１名（Ｐ６名）、学校より１名（Ｔ１名）の委員を選出し、以下委員構 
成にて組織する。 
 
【改定】 １年生～５年生より１名（Ｐ５名）、学校より１名（Ｔ１名）の委員を選出し、以下委

員構成にて組織する。 
 
○改定理由 
活動を低学年に絞り、その分の役員数を削減 
 
 


